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0.  本資料｢PROSRV on Cloud 拡張機能講習会資料 ～届出管理編～｣について 

（１）届出管理（『届出管理』メニュー）について 

健康保険・厚生年金（社会保険）、雇用保険、退職所得における各種届出書の作成、管理がで

きます。『人事』メニューに登録した人事データ等を使用して、帳票（PDF）もしくは電子データで

届出書を作成することができます。 

さらに、◎Web マイナンバー管理サービス（別契約）に取り込むことによって、マイナンバーを付

加した帳票（PDF）もしくは電子データを作成することもできます。 

 

＜PROSRV ｏｎ Ｃｌｏｕｄ、◎Ｗｅｂマイナンバー管理サービスより出力可能な 

                                      帳票（ＰＤＦ）、電子データ一覧＞ 

カテゴリ 届出書名 種類
PROSRV

(マイナンバー無)

PROSRVからWebマイナ

ンバーへの連携が可能

Webマイナンバー

(マイナンバー有)
補足

帳票 - - ●

電子データ ○ ○ ●

基礎年金番号の登録があれば、

マイナンバー無で、PROSRVの

出力ファイルを直接提出可能

帳票 - - ●

電子データ ○ ○ ●

基礎年金番号の登録があれば、

マイナンバー無で、PROSRVの

出力ファイルを直接提出可能

帳票 - - -

電子データ ○ ○ ●

帳票 - ○ ●

電子データ ○ ○ ●

帳票 - ○ ●

電子データ ○ ○ ●

「離職証明書希望」にチェック

を していると申請不可(チェック

プログラムでエラーになる)

帳票 - ○ ●

電子データ ○ ○ ●

帳票 ○ ○ ●

電子データ - - -

帳票 ○ - - マイナンバーの追記が必要

電子データ - - -

退職所得管理

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

退職手当金等受給者別支払調書　※

健保・厚年

届出作成

被保険者資格取得届

70歳以上被用者該当届

被保険者資格喪失届

70歳以上被用者不該当届

雇保届出作成

被保険者資格取得届

被保険者資格喪失/氏名変更届

個人番号登録変更届出書

健康保険被扶養者（異動）届／

国民年金第３号被保険者関係届

国民年金第３号被保険者関係届

 

 

 〇・・・出力可能 

 ●・・・原則そのまま提出可能 

※・・・マイナンバー不要のため、◎Web マイナンバー管理サービスに連携してマイナンバーを付加する必要はありません 
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『人事管理』⇒『届出管理』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 健保・厚年届出作成（社会保険届出書作成） 

   健康保険・厚生年金（社会保険）の各種届出書（「資格取得届」「資格喪失届」）の作

成ができます。 

※2019年 4月 30日をもって「住所変更届」の電子申請は廃止されています。 

 

２. 雇保届出作成 

雇用保険の各種届出書（資格取得・資格喪失・個人番号登録変更）の作成ができます。 

 

３. 住民税管理 

住民税の１２ヶ月間の税額管理と給与からの住民税の徴収、｢特別徴収・給与支払報

告にかかる給与所得者異動届出書｣の作成等ができます。 

   ＊2024年４月より標準機能へ変更となったため、資料を分割しました。 

詳細につきましては『PROSRV on Cloud 操作講習会資料 1-3』をご参照ください。 

 

４. 退職所得管理 

   退職所得の税金計算と｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣等の作成ができます。

１ 

 

２ 

３ 

４ 

３ 
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（２）届出管理のマニュアルと外部取込のご案内 

①マニュアルのダウンロードができます。 

｢PROSRVお客様サイト｣－｢各種ドキュメント｣－｢PROSRV on Cloud｣ 

－｢マニュアル｣－｢拡張機能｣ 

 

 ・｢拡張機能操作マニュアル 本編｣ 

    ⇒｢PROSRV on Cloud 拡張機能講習会資料 ～本編～｣ 

       ｢PROSRV on Cloud 拡張機能講習会資料 ～人事管理項目編～｣ 

｢PROSRV on Cloud 拡張機能講習会資料 ～自由帳票編～｣ 

 

・｢拡張機能操作マニュアル 社会保険届書関連編｣ 

・｢拡張機能操作マニュアル 雇用保険届関連編｣ 

・｢拡張機能操作マニュアル 退職所得計算編｣ 

⇒｢PROSRV on Cloud 拡張機能講習会資料 ～届出管理編～｣ 

 

 

＊住民税管理は標準機能へ変更となりました。（2024年 4月より） 

 マニュアルの名称、および掲載場所も変更しています。 

｢PROSRVお客様サイト｣－｢各種ドキュメント｣－｢PROSRV on Cloud｣ 

－｢マニュアル｣－｢住民税管理機能｣ 

・｢住民税管理機能手引書｣ 

⇒｢PROSRV on Cloud 操作講習会資料 1-3 ～住民税管理編～｣ 

  

① 
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②外部取り込みファイル（雛形）のダウンロードができます。 

本書では、画面からの登録方法のみの説明ですが、以下のファイルをダウンロード 

いただき、外部取込することも可能です。 

｢PROSRV お客様サイト｣－｢各種ドキュメント｣－｢PROSRV on Cloud｣－｢書式・ファイル集｣ 

－｢外部取り込みファイル｣－｢拡張機能系｣ 

 

 

＊住民税管理は標準機能へ変更となりました。（2024年 4月より） 

 外部取り込みファイル（雛形）の掲載場所も変更しています。 

｢PROSRVお客様サイト｣－｢各種ドキュメント｣－｢PROSRV on Cloud｣ 

－｢書式・ファイル集｣－｢外部取り込みファイル｣－｢住民税管理系｣ 

  

② 
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・外部取り込みの手順 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢外部取込｣｢取込ファイル設定｣ 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢追加｣にて、｢取込ファイル設定｣をします。 

 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイル取込指示｣｢ファイル取込指示｣にて、作成した 

エクセルファイルを取り込みます。 
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1. 健保・厚年届出作成 （社会保険届出書作成） 

｢拡張機能操作マニュアル 社会保険届書関連編｣参照 

以下の社会保険届出用の電子データを作成することが可能です。 

  ・｢健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届 70歳以上被用者非該当届｣ 

   （以下｢資格取得届｣）（※） 

  ・｢健康保険厚生年金保険 被保険者資格喪失届 70歳以上被用者不該当届｣ 

   （以下｢資格喪失届｣） 

（※）｢資格取得届｣「資格喪失届」のみ◎Web マイナンバー管理サービスにてマイナンバーを

付加することができます。 

※2019年 4月 30日をもって「住所変更届」の電子申請は廃止されています。 

データ修正

（２） 人事情報登録

（６）ファイルダウンロード

（８）日本年金機構提供のチェックプログラム

（７）マイナンバー付加

（５） ファイル作成

社会保険届書作成手順

（１）事業所情報登録

なし

あり

（３） 入力準備

①人事情報修正
②届出データ修

（９）提出

①人事情報

②届出データ

（４） 届出データ修正

◎Ｗｅｂマイナンバー管理サービス

『人事』メニューにて

外部取込も可

エラーあり

エラーなし
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＜社会保険届出書作成手順＞ 

（１）｢事業所情報｣｢健康保険組合情報｣の登録をします。（初回のみ） 

（２）『人事』メニューにて社会保険届を作成するのに必要な人事情報を入力します。 

（３）｢入力準備｣（『人事』メニューにて入力した人事情報を｢健保・厚年 取得情報｣｢健保・厚年 喪

失情報｣各画面に反映）をします。 

（４）データの修正があれば、｢健保・厚年 取得情報｣｢健保・厚年 喪失情報｣各画面にて修正しま

す。 

（５）CSVファイルを作成します。 

（６）｢ファイルダウンロード｣にファイルができあがります。 

（７）◎Webマイナンバー管理サービスにてマイナンバーを付加することも可能です。 

（８）出来上がったファイルを日本年金機構提供の届出管理プログラム（仕様チェックプログラム）で

チェックします。 

（９）年金事務所、健康保険組合等にご提出ください。 

 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢健保・厚年届出作成｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜登録の仕方のポイント＞ 

 『人事』メニューにて人事情報を入力し『届出管理』メニューで｢入力準備｣をすると、｢健保・厚生

届出作成｣画面に『人事』メニューの人事情報が反映されます。ただし、『届出管理』メニュー｢健

保・厚生届出作成｣で入力したものは、『人事』メニューには反映されません。 

『人事』メニュー             反映あり     『届出管理』メニュー｢健保・厚生届出作成｣ 

｢人事基本情報｣            (入力準備)    ｢健保・厚年取得情報｣ 

｢社会保険基本情報｣                    ｢健保・厚年喪失情報｣ 

「家族情報」               反映なし 

(1) 

(3) 

(4) 

 

(5) 

(6) 

× 
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（１）事業所情報登録 

｢事業所情報｣｢健康保険組合情報｣を登録します。（初回のみ） 

『人事管理』⇒『届出管理』｢事業所情報登録｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生年金基金に加入している事業所は、｢厚生年金基金情報｣も登録ください。 

 

※｢事業所情報｣は、｢健保・厚年届出作成｣と｢雇保届出作成｣で共通です。 
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（２）人事情報登録 

『人事』メニュー（｢人事基本情報｣｢｢社会保険基本情報｣｢家族情報｣｢住所情報｣）にて、社会保

険届を作成するのに必要な人事情報を入力します。 

 

（注）｢資格喪失届｣の｢標準報酬月額（健保）｣｢標準報酬月額（厚年）｣は、最新の給与本処理結

果内容を使用します。 

『人事管理』⇒『人事』 「人事基本情報」 

 

＜届出データ作成時使用項目＞ 

 資格取得届 資格喪失届 

社員番号 ○ ○ 

漢字氏名（※） ○ ○ 

カナ氏名(※) ○ ○ 

性別 ○ ○ 

生年月日 ○ ○ 

入社年月日 ○ × 

（※）｢漢字氏名（戸籍）｣｢カナ氏名（戸籍）｣に登録がある場合、そちらを使用 
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『人事管理』⇒『人事』 ｢社会保険基本情報｣ 

 

＜届出データ作成時使用項目＞ 

 資格取得届 資格喪失届 

健康保険証番号 〇 ○ 

厚生年金整理番号 〇 ○ 

厚生年金基金加入員番号 〇 〇 

資格取得年月日 〇 × 

資格喪失年月日 × ○ 

基礎年金番号 ○ ○ 

標準報酬月額（健保・厚年） ○ × 

 

 

※１ 

 

 

 

 

※１ 

 

 

 

※１ 

中略 

※２ 

 

 

 

 

※２ 

 

 

 

※２ 

 

 

 

※３ 
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※１「資格取得届作成」「資格喪失届作成」に☑すると、「（３）入力準備」と同様に、｢健保・厚年 取

得情報｣｢健保・厚年 喪失情報｣各画面にデータを反映させます。 

※２「同日得喪」に☑すると、新しい番号で入力した「資格取得年月日」の「資格取得届作成」が作

成され、以前の番号で入力した「資格取得年月日」の「資格喪失届作成」が作成されます。 

※３「標準報酬月額」を「算出」し以下のように設定されていた場合、月例給与処理の月額「５０１ 

健保月額」「５０２ 厚年月額」へデータが連携されます。 

『環境設定』⇒『システム管理』 「会社情報管理」 

 

 

①「社会保険契約」（もしくは「私学共済契約」） ・・・ １契約済 

②「標準報酬月額連携」  ・・・「人事連携あり」 

③「保険料徴収月」 ・・・ 保険料徴収のタイミングが当月か翌月かここで判断する 

・資格取得時 

「資格取得年月日」の③保険料徴収月に、「資格取得時 標準報酬月額」（「社会保険基本情

報」）を月例給与の「５０１ 健保月額」「５０２ 厚年月額」にデータを連携する。 

（例）４月１日に資格取得をし、③保険料徴収月が翌月だった場合は、５月給与の「５０１ 健保月

額」「５０２ 厚年月額」に「資格取得時 標準報酬月額」を引き継ぐ。 

『給与計算』⇒『給与』 「業務共通」 

 

・資格喪失時 

「資格喪失年月日」の③保険料徴収月に、月例給与の「５０１ 健保月額」「５０２ 厚年月額」に 

0円データを連携する。 

中略 

① 

③ 

② 
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『人事管理』⇒『人事』 ｢家族情報管理｣ 

協会けんぽ加入のお客様は｢資格取得届｣に｢被扶養者の有無｣があるため、登録が必要です。

 

＜届出データ作成時使用項目＞ 

 資格取得届 資格喪失届 

健保扶養 ○（※） × 

（※）協会けんぽのお客様のみ使用 
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『人事管理』⇒『人事』 ｢住所情報管理｣ 

 

 

＜届出データ作成時使用項目＞ 

 資格取得届 資格喪失届 

適用開始年月日 〇 〇 

新郵便番号 〇 〇 

新漢字住所・カナ住所 〇 〇 

旧郵便番号 〇 〇 

旧漢字住所・カナ住所 〇 〇 

（※）「資格取得届」は資格取得年月日時時点、「資格喪失届」は資格喪失年月日時点の住所情

報を使用 

 

 

旧郵便番号・旧住所 

新郵便番号・新住所 
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※新規入社の場合は、｢人事基本情報｣｢社会保険基本情報｣｢住所基本情報｣各画面より入力いた

だいてもよいですが、｢入社情報登録｣画面を使用すると一度で入力ができます。 

 

 『人事管理』⇒『人事』 ｢入社情報登録｣ 
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（３）入力準備 

  ｢入力準備｣をします。 

  ｢入力準備｣とは、『人事』メニューにて入力した人事情報を｢健保・厚年 取得情報｣｢健保・厚年 

喪失情報｣｢健保・厚年住所変更情報｣各画面に反映させるための作業です。 

 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢入力準備｣ 

 

① ｢資格取得届｣｢資格喪失届｣より、作成したい届出を選択します。 

※2019年 4月 30日をもって「住所変更届」の電子申請は廃止されています。 

②基本、｢更新追加｣を選択します。 

・｢削除追加｣は、一度｢入力準備｣をした従業員を、再度｢入力準備｣する場合に 

選択します。 

  ・｢□作成済データを含む｣は、電子データを一度作成した方（作成済の方）を、 

再度作成したい場合に☑します。 

③「資格取得届」「資格喪失届」の場合、「健康保険」「厚生年金」（「厚生年金基金」）の 

 いずれを作成するのか選択します。 

 「資格取得届」の場合、作成したい「資格取得年月日」の対象期間（２か月以内）を、

「資格喪失届」の場合、作成したい「資格喪失年月日」の対象期間（２か月以内）を 

 入力します。 

④「作成」ボタンを押下します。 

⑤「処理結果ファイル」に｢対象者一覧｣が出力されますので、届出書の作成対象者を 

 ご確認ください。 

 

 

 

① 
② 

③ 

⑤ 

④ 
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（４）届出データ修正 

『人事』メニューに入力した内容がそのまま表示されていますので、届出データの修正があれ

ば、『人事』メニューにて修正し、（３）「入力準備」をして ｢健保・厚年 取得情報｣｢健保・厚年 

喪失情報｣各画面に反映させます。 

 ｢健保・厚年 取得情報｣｢健保・厚年 喪失情報｣にて直接修正した情報は、『人事』メニュー

｢人事基本情報｣｢社会保険基本情報｣｢住所情報｣｢家族情報｣には反映されませんので、 

『人事』メニューへの再入力が必要です。 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢取得情報｣｢喪失情報｣ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 修正したい箇所を修正し、｢更新｣してください。 

①｢提出区分｣は自動で表示されます。 

・協会けんぽの場合  ｢年金事務所｣ ・・・提出する（未作成）、｢健康保険組合｣ ・・・提出しない 

・健康保険組合の場合  ｢年金事務所｣、「健康保険組合｣・・・ 提出する（未作成） 

※電子ファイルを作成すると、自動で｢提出する（作成済）｣に変わります。 

②資格取得届 ・・・ 「給与会社番号」-「０００」を自動セット 

資格喪失届 ・・・ 最新本処理結果を自動セット 

  

① 

② 

② 
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（５）ファイル作成 

  CSVファイルを作成します。 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイル作成指示｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「選択」ボタンを押下し、「健康保険・厚生年金 被保険者関連届」情報を入力します。 

②｢会社社保コ－ド｣｢提出先｣（年金事務所と健康保険組合２か所に提出する場合は２回作成する）

｢作成年月日｣｢媒体通番｣（自動で前回作成通番に＋001 されます）を入力します。 

③｢資格取得届｣｢資格喪失届｣の出力したい届書の各｢届書出力区分｣を｢出力する｣にし、条件を

入力、｢作成｣ボタンを押下すると、まとめて出力できます。 

※「資格取得届」「資格喪失届」の提出先が「健康保険組合」の場合、「ＭＮ連携」を「連携する」こと

によって、マイナンバーを付加するためＣＳＶファイルを作成することもできます。 

  

① 

 

② 

 

 

 

 

③ 
※ 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

※ 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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（６）ファイルダウンロード 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイルダウンロード｣ 

 

①CSVファイル（注）ができあがりますので、ダウンロードします。 

②｢対象者チェックリスト｣で対象者を確認します。 

 

 

（７）マイナンバーの付加 （◎Webマイナンバー管理サービスにて） 

｢資格取得届｣のみ、（６）でダウンロードしたＣＳＶファイル（注）に、◎Web マイナンバ

ー管理サービスにてマイナンバーを付加することも可能です。 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定調書・データ作成タブ』-｢２．電子データ作成｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ＣＳＶファイルは、開かないでください。 

① 

② 
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◎Webマイナンバー管理サービス-『法定調書・データ作成タブ』-｢２．電子データ作成｣ 

｢ファイルアップロ－ド｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「対象ファイル」に（６）でダウンロードしたＣＳＶファイル（注）を参照し、「利用用途」を選択します。 

「標準提供パターン」・該当する「ファイル設定名」に☑し、「取込」ボタンを押下します。 

     ↓ 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定調書・データ作成タブ』-｢２．電子データ作成｣ 

｢電子データダウンロード｣ 

 

 ＣＳＶファイル（注）ができあがりますので、ダウンロードします。 

 

（８）ＣＳＶファイルのチェック 

 できあがったＣＳＶファイルを、日本年金機構提供の届書作成プログラム（仕様チェック 

 プログラム）にてチェックしてください。 

 

（９）年金事務所、健康保険組合等にご提出ください。 

 

(注) ＣＳＶファイルは、開かないでください。 



 

 

22 

データ修正

（２） 人事情報登録

（５）－２ （６）－２ ファイルダウンロード

（６）－４日本年金機構提供の
チェックプログラム

（５）－３ （６）－３ マイナンバー付加

（５）－１ （６）－１ ファイル作成

雇用保険届書作成手順

外部取込も可能

（１）事業所情報登録

なし

あり

（３）人事情報反映

①人事情報修正
②雇保データ修正

（７）提出

①人事情報

修正

②雇保データ
修正

（４） 雇保データ修正

（５） 帳票で

提出する

（６） 電子ﾃﾞｰﾀで

提出する

◎Webマイナンバー管理サービスにて

『人事』メニューにて

エラーあり
エラーなし

2. 雇用保険届出書 

｢拡張機能操作マニュアル 雇用保険届関連編｣参照 

以下の雇用保険届書用の帳票（紙）、もしくは、電子データを作成することが可能です。 

   ・｢雇用保険被保険者資格取得届｣（以下｢資格取得届｣） 

   ・｢雇用保険被保険者資格喪失届｣（以下｢資格喪失届｣）  

・｢雇用保険個人番号登録・変更届｣（以下｢個人番号変更届｣） 

ただし、◎Webマイナンバー管理サービスにてマイナンバーを付加する必要があります。 
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＜雇用保険届出書作成手順＞ 

（１）｢事業所情報｣｢雇用保険情報｣｢労働保険番号｣を登録します。（初回のみ） 

（２）『人事』メニューにて｢雇用保険届｣を作成するのに必要な情報を入力します。 

（３）｢人事情報反映｣（『人事』メニューにて入力した情報を｢雇保取得喪失情報｣画面に反映）を 

します。 

（４）データ修正があれば、｢雇保取得喪失情報｣画面にて修正します 

（５）帳票（紙）で届出を提出する場合の手順 

（６）電子データで提出する場合の手順 

（７）労働基準監督署に提出します。 

 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢雇保届出作成｣ 

 
＜登録の仕方のポイント＞ 

 『人事』メニューにて人事情報を登録し『届出管理』メニューで｢人事情報反映｣をすると、｢雇保取

得喪失情報｣画面に『人事』メニューの人事情報が反映されます。ただし、『届出管理』メニュー｢雇

保取得喪失情報｣で入力したものは、『人事』メニューには反映されません。 

 

『人事』メニュー                  反映あり     『届出管理』メニュー｢雇保届出作成｣ 

｢人事基本情報｣｢社会保険基本情報｣ （人事情報反映）  ｢雇保取得喪失情報｣ 

｢住所情報｣                        

                             反映なし  

(3)(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

 

× 
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（１）事業所情報登録 

｢事業所情報｣｢雇用保険情報｣｢労働保険番号｣を登録します。（初回のみ） 

 

『届出管理』-｢社保共通設定｣｢事業所情報｣ 

 
 

 

 

※｢事業所情報｣は、｢健保・厚年届出作成｣と｢雇保届出作成｣で共通です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中略 
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（２）人事情報登録 

『人事』メニューにて｢雇用保険届｣を作成するのに必要な人事情報を入力します。 
 

 『人事管理』⇒『人事』 ｢人事基本情報｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜届出データ作成時使用項目＞ 

 資格取得届 資格喪失届 

社員番号 ○ ○ 

漢字氏名（※） ○ ○ 

カナ氏名(※) ○ ○ 

性別 ○ ○ 

生年月日 ○ ○ 

被保険者氏名（ローマ字） ○ ○ 

ローマ字氏名カナ ○ ○ 

国籍 ○ ○ 

在留資格 〇 〇 

在留資格（不明の場合） ○ ○ 

在留期間 ○ ○ 

資格外活動許可の有無 ○ × 

派遣・請負就労区分 ○ ○ 

在留カード番号 ○ ○ 

（※）｢漢字氏名（戸籍）｣｢カナ氏名（戸籍）｣に登録がある場合、そちらを使用 
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『人事管理』⇒『人事』 ｢社会保険基本情報｣ 

 

 
＜届出データ作成時使用項目＞ 

 資格取得届 資格喪失届 

雇用保険被保険者番号 〇 ○ 

資格取得年月日 〇 × 

資格喪失年月日 × ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中略 
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『人事管理』⇒『人事』 ｢住所情報管理｣ 

 

＜届出データ作成時使用項目＞ 

 資格取得届 資格喪失届 

漢字住所 × 〇 

カナ住所 × 〇 
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（３）人事情報反映 

①｢人事情報反映｣（次頁）ボタンを押下し、『人事』メニューで登録した情報を反映さ

せます。（PROSRV お客様サイトより「KHR001_KohoTokuso」をダウンロードし、外

部取込にて一括で「人事情報反映」することもできます） 

 

（４）雇保データ修正 

  ②｢会社－社保コ－ド｣の入力は必須です。（自動セットされません） 

他項目は、『人事』メニューに入力した内容がそのまま表示されていますので、データの修正

があれば、『人事』メニューにて修正し、（３）｢人事情報反映｣をして画面に反映させます。 

 ｢雇保 取得喪失情報｣にて直接修正した情報は、『人事』メニュー｢人事基本情報｣｢社会保

険基本情報｣｢住所情報｣には反映されませんので、『人事』メニューへの再入力が必要です。 

     『人事管理』⇒『届出管理』 ｢雇保 取得喪失情報｣ 

 

 

    ※「個人番号変更届」は、「資格喪失届情報」→「資格取得届情報」の順で登録情報を使用します。 

① 

 

② 

① 

② 

中略 
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（５）届出を帳票（紙）で提出する場合の手順 

（５）－１ ファイル作成 

｢ファイル作成指示｣にてファイルを作成します。 

  『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイル作成指示｣ 

 

①｢資格取得届｣｢資格喪失届｣｢個人番号登録・変更届｣のうち作成したい届書を｢選択｣します。 

②｢会社・社保コ－ド｣、｢MN連携データ作成方法｣（初期値｢紙｣）を｢紙｣のまま、｢作成年月日｣ 

を入力します。 

③作成する対象者の条件を設定します。 

④｢作成｣ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

    

 

 

② 

 

 

 

 

③ 

 

 

④ 
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（５）－２ ファイルダウンロード 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイルダウンロード｣ 

 

①エクセルファイルができあがりますので、ダウンロードします。 

②｢対象者チェックリスト｣で対象者を確認します。 

 

（５）－３ マイナンバー付加 （◎Webマイナンバー管理サービスにて） 

（５）－２でダウンロードしたエクセルファイルを、◎Webマイナンバー管理サービスにて 

マイナンバーを付加します。 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成タブ』-｢１．法定帳票作成｣ 

 

 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成タブ』-｢１．法定帳票作成｣ 

｢帳票データアップロ－ド｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「参照」にエクセルファイルを選択し上記のように設定後、「帳票／データ作成」ボタン

を押下します。 

① 

 ② 
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◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢２．電子データ作成｣ 

｢帳票ダウンロード｣ 

 

 ＰＤＦファイルができあがりますので、ダウンロードします。 

 

（７）できあがったＰＤＦファイルを印刷し、ご提出ください。 

＜雇用保険被保険者資格届 例＞ 
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（６）届出書を｢電子データ｣で提出する場合の手順 

（６）－１ ファイル作成 

｢ファイル作成指示｣にてファイルを作成します。 

 

  『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイル作成指示｣ 

 

①｢資格取得届｣｢資格喪失届｣｢個人番号登録・変更届｣のうち作成したい届書を｢選択｣します。 

②｢会社・社保コ－ド｣、｢MN連携データ作成方法｣（初期値｢紙｣）、｢作成年月日｣、｢FD通番｣ 

（自動で前回作成通番に＋001 されます）を入力します。 

 ｢MN連携データ作成方法｣ 

・電子データ（分割なし）  ・・・ 届出を電子申請でおこなう場合 

・電子データ（分割あり）  ・・・ 届出を電子媒体（CD等）でおこなう場合 

③作成する対象者の条件を設定します。 

④｢作成｣ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

① 

    

 

 

② 

 

 

 

 

③ 

 

 

④ 
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（６）－２ ファイルダウンロード 

 『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイルダウンロード｣ 

 

①ＣＳＶファイル（注）ができあがりますので、ダウンロードします。 

②｢対象者チェックリスト｣で対象者を確認します。 

 

（６）－３ マイナンバー付加 （◎Webマイナンバー管理サービスにて） 

（６）－２でダウンロードした CSVファイル（注）を、◎Webマイナンバー管理サービスにて 

マイナンバーを付加します。 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成タブ』-｢２．電子データ作成｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）CSVファイルは、開かないでください。 

② 

 

① 
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◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成タブ』-｢２．電子データ作成｣ 

｢ファイルアップロ－ド｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「対象ファイル」に（６）でダウンロードしたＣＳＶファイル（注）を参照し、「利用用途」を選択します。 

「標準提供パターン」・該当する「ファイル設定名」に☑し、「取込」ボタンを押下します。 

     ↓ 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢２．電子データ作成｣ 

｢電子データダウンロード｣ 

 

CSVファイル（注）ができあがりますので、ダウンロードします。 

（６）－４ ＣＳＶファイルのチェック 

   できあがったＣＳＶファイル（注）を、日本年金機構提供の届書作成プログラム（仕様チェック 

   プログラム）にてチェックしてください。 

（７）労働基準監督署にご提出ください。 

（注）CSVファイルは、開かないでください。 
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3. 住民税管理 

｢住民税管理機能手引書｣参照 

住民税の１２ヶ月間の税額管理と月例給与からの住民税の徴収、｢特別徴収・給与支払

報告にかかる給与所得者異動届出書｣（以下｢異動届｣）の作成ができます。 

 

※2024年 4月より標準機能となったため、講習会資料を分割しました。 

｢PROSRV on Cloud 操作講習会資料 1-3 ～住民税管理編～｣をご参照ください。 

 

『人事管理』⇒『届出管理』「住民税管理」 
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4. 退職所得管理 

・｢拡張機能操作マニュアル 退職所得計算編｣参照 

   退職所得に関する｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣、死亡退職時｢退職手当金等 

受給者別支払調書｣の作成ができます。 

『人事管理』⇒『届出管理』  「退職所得管理」 

 

 

＜登録の仕方のポイント＞ 

 退職者が発生したら、『人事』メニュー｢退職年月日｣（｢退職連携開始年月日｣）に登録すると、 

『届出管理』メニュー｢退職所得情報｣に自動反映されます。 

 ｢退職支払金額｣などを登録すると、所得税計算をします。  

 

 

『人事』メニュー                反映あり    『届出管理』メニュー ｢退職所得管理｣ 

｢退職年月日｣                         ｢退職年月日｣ 

                                  反映なし 

 

 

 

 

× 

(1) 

(2)(3) 
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＜退職所得管理の手順＞ 

（１）退職所得を振込するための振込会社情報登録（初回のみ） 

 

（２）｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣作成の手順 

（２）－１ 『人事』メニュー｢人事基本情報｣にて、退職情報｢退職年月日｣を登録します。 

（２）－２ ｢退職所得管理｣にて、｢退職所得情報｣を登録します。 

（２）－３ 退職所得の税額等を計算します。 

（２）－４ ｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣を作成します。 

（２）－５ ｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣にマイナンバーを付加します。 

（２）－６ 退職所得の振込データの作成をします。 

（２）－７ 退職所得の地方税の納付が可能です。（地方税処理契約のお客様のみ） 

 

（３）死亡退職時の｢退職手当金等受給者別支払調書｣作成手順 

（３）－１ 『人事』メニュー｢人事基本情報｣にて、退職情報｢退職年月日｣を登録します。 

（３）－２ ｢退職所得管理｣にて、｢退職所得情報｣を登録します。 

（３）－３ 退職所得の税額等を計算します。 

（３）－４ ｢退職手当金等受給者別支払調書｣を作成します。 

 

 

（１）退職所得を振込するための振込会社情報登録（初回のみ） 

『人事管理』⇒『届出管理』 「退職所得振込会社情報登録」 

 

 

①「退職所得振込会社情報」に退職所得を振り込む会社の振込元の銀行情報を登録します。 

 

 

 

 

① 
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（２）｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣作成の手順 

（２）－１ 退職日の登録 

『人事』メニュー｢人事基本情報｣にて、退職情報｢退職年月日｣を登録します。 

 

『人事管理』⇒『人事』 ｢人事基本情報｣ 

 

①｢退職年月日｣を入力します。 

※｢退職連携開始年月日｣は、給与（賞与）処理にて退職処理をし、｢給与所得の源泉徴収票｣を 

出力したい場合は入力してください。 

 

②｢退職金起算日｣を入力すると、｢入社年月日｣ではなく｢退職金起算日｣を使用して勤続年数を 

計算します。 

（転籍等がなく｢入社年月日｣で勤続年数を計算してよいときは、入力不要です） 

 

 

 

① 

 

 

② 
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（２）－２ 退職所得情報の登録 

｢退職所得管理｣にて、｢退職所得情報｣を登録します。 

 『人事管理』⇒『届出管理』 「退職所得情報」 

 

①｢支払年月日｣（退職所得の振込データを作成する場合は、③振込口座への支払い年月日）、 

｢退職金支払金額｣など必要な情報を入力します。 

②｢退職年月日｣などの｢基本情報｣は、『人事』メニュー｢基本情報｣｢住所情報｣に入力したものが、

自動連携されます。 

 

 

 

 

 

① 

    

 

  

 

 

② 

 

 

 

 

 
続く 
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 ※（１） 「退職所得振込会社情報登録」した情報が表示されますので選択、確認します。 

 ③初期値として、最新の給与本処理結果の給与第一口座情報が表示されますので、必要があれ

ば、振込先の修正をしてください。（振込データを作成しない場合は使用しません） 

④「更新｣ボタンを押下します。 

 

（２）－３ 退職所得の税額等の計算 

退職所得の税額等の計算をします。 

⑤｢計算｣ボタンを押下すると、「計算結果」に自動計算されます。 

⑥｢PDF出力｣を押下すると、表示対象者のみ「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が作成され

ます。（※マイナンバーは表示されません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥    ⑤                        ④                

続き 

 

③ 

    

 

  

 

⑤ 

 

 

 

※ 
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（２）－４ ｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣の作成 

｢一括計算｣にて｢対象者検索｣し、対象者を一括で作成することができます。 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢一括計算｣ 

 

①｢対象者検索｣にて対象者を｢検索｣し、｢社員一覧｣に作成対象者を表示します。 

②｢一括計算｣ボタンを押下すると、｢計算結果.xlsx｣が作成され、計算結果が確認できます。 

③｢帳票作成｣ボタンを押下すると、PDF ファイル｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣が作成対

象者分出力されます。 

④｢連携データ｣ボタンを押下し、◎Ｗｅｂマイナンバー管理サービス連携用のｔｘｔファイルが作成さ

れますので、ダウンロードします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

    

 

 

 

 

 

④ 

③ 

② 

 

③ ④                          ② 
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（２）－５  マイナンバーの付加 （◎Webマイナンバー管理サービスにて） 

 ｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣にマイナンバーを付加します。 

（２）－４で作成したｔｘｔファイルを◎Webマイナンバー管理サービスにて取り込み、マイナ

ンバーを表示します。 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢２．電子データ作成｣ 

 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢１．法定帳票作成｣ 

｢帳票データアップロ－ド｣ 

 

 

 

 

 

 

 

「参照」にtxtファイルを選択し上記のように設定後、「帳票／データ作成」ボタンを押

下します。（マイナンバー付の｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣が作成される） 
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（２）－６ 振込データ作成 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢振込データ作成｣ 

 

①「作成条件」を入力します。 

②「作成」ボタンを押下します。 

③「退職所得振込明細表」を確認します。 

 

④ｄａｔファイルをダウンロードし、振込手続きをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①             

④ 

③             

②           
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（２）－７ 退職所得の地方税の納付 

退職所得に係わる地方税の納付が可能です。（地方税処理契約のお客様のみ） 

『給与計算』⇒『地方税』 

 

『給与計算』⇒『地方税』 「納付月登録」 

 
①「納付年月」を登録します。 

 

『給与計算』⇒『地方税』 「退職所得情報反映」 

 

②「反映」ボタンを押下して、「反映対象者一覧」を作成し確認します。 

②           

①           
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『給与計算』⇒『地方税』 「地方税後日変更」 

 

③「納付年月日」を確認します。 

④「地方税コード」を選択します。 

⑤「市区町村コード」「市区町村名」と「退職所得」の地方税金額「市区町村民税」「道府県民税」を

確認します。 

⑥「編集」ボタンを押下すると、金額の変更等が可能です。 

また、通常の給与所得の地方税金額の地方税後日変更のデータ入力ができます。 

 

『人事管理』⇒『届出管理』 「退職所得情報」との関係 

 

 

 

 

 

④           

⑥           

⑤           

③           

中略 

⑤の内容と一致し

ていることが確認

できる           
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『給与計算』⇒『地方税』 「計算指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦「本処理指示」ボタンを押下するとデータの送信がされるとともに、「地方税合計表」が作成されま

す。給与に係わる地方税金額と、あわせて退職所得に係わる地方税の金額も確認します。 

 （「地方税合計表」は『外部出力』メニュー「固定帳票出力」でも出力可能です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦           
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（３）死亡退職時の｢退職手当金等受給者別支払調書｣作成手順 

本人が死亡退職され、遺族の方が退職金を受け取る場合は、｢退職所得の源泉徴収票・特別 

徴収票｣ではなく、｢退職手当金等受給者別支払調書｣が作成されます。 

 

（３）－１ 退職日の登録 

 『人事』メニュー｢人事基本情報｣にて、退職情報｢退職年月日｣を登録します。 

『人事管理』『人事』 ｢人事基本情報｣ 

 

①｢退職年月日｣を入力します。 

※｢退職連携開始年月日｣は、給与（賞与）処理にて退職処理をし、｢給与所得の源泉徴収票｣を 

出力したい場合は入力してください。 

②｢退職金起算日｣を入力すると、｢入社年月日｣ではなく｢退職金起算日｣を使用して勤続年数を 

計算します。（転籍等がなく｢入社年月日｣で勤続年数を計算してよいときは、入力不要です） 

 

 

 

① 

    

 

② 
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（３）－２ 退職所得情報の登録 

｢退職所得管理｣にて、｢退職所得情報｣を登録します。 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢退職所得情報｣ 

 

 

①｢支払年月日｣｢退職金支払金額｣などの退職所得情報を入力します。 

②｢退職年月日｣などの｢基本情報｣は、『人事』メニュー入力したものが、自動連携されますが、 

 ｢死亡年月日｣は登録が必要です。 

＜注意＞  ｢死亡年月日｣について 

『給与』メニュー｢年末調整情報｣の｢死亡年月日｣も登録をしないと、｢給与所得の源泉徴収票｣の 

｢死亡退職｣に｢＊｣が表示されませんので、ご注意ください。 （自動反映はされません） 

 

 

 

① 

    

 

 

 

 

 

② 

 

続く 
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※（１）「退職所得振込会社情報登録」した情報が表示されますので、選択、確認します。 

③初期値として、最新の給与本処理結果の給与第一口座情報が表示されますので、必要があれ

ば、遺族の方の振込先などに「振込口座」を修正してください。（振込データを作成しない場合

は使用しません） 

④退職金を受け取る「遺族情報」を入力してください。「退職手当金等受給者別支払調書」の受給

者となります。 

⑤「更新」ボタンを押下します。 

 

（３）－３ 退職所得の税額等の計算 

⑥｢計算｣ボタンを押下すると、「計算結果」に自動計算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続き 

③ 

    

 

④ 

 

 

 

⑥ 

 

⑦    ⑥                         ⑤ 
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（３）－４ ｢退職手当金等受給者別支払調書｣を作成 

⑦｢PDF出力｣ボタンにて｢退職手当金等受給者別支払調書｣を作成します。 

｢退職手当金等受給者別支払調書｣ 

 

 

｢退職手当金等受給者別支払調書｣について 

・｢一括作成｣は、できません。（ひとりずつ作成するのみ） 

・◎Webマイナンバー管理システムを利用して、マイナンバーを付加することもできません。 

・「（２）－６振込データの作成」の手順を行うことで振込も可能です。 
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5.  届出管理における新規入社者、退職者の取り扱い 

（１）新規入社者 

（１）－１ 『人事』メニューで新規入社登録をします。 

『人事管理』⇒『人事』 「入社情報登録」 

 

『人事』メニューでも入力可能です。 

 

※「□届出データに反映する」に☑すると、「更新」ボタンを押下すると『届出管理』メニ

ュー「健保・厚年 取得情報」「雇保 取得喪失情報」にデータを反映します。 

（一度のみ） 

 

 

 

※ 
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（１）－２ 『届出管理』メニューで必要な各種届出書等を作成します。 

『人事管理』⇒『届出管理』 

 

１. 健保・厚年届出作成（社会保険届出書作成） 

   健康保険・厚生年金の「資格取得届」の作成ができます。 

２. 雇用保険届出作成 

雇用保険の「資格取得届」の作成ができます。 

   「会社―社保コード」の入力が必須ですので、ご注意ください。 

 

※詳細については、各ページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ２ 
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(２)退職者 

（２）－１ 『人事』メニューで退職登録をします。  

『人事管理』⇒『人事』 「人事基本情報」 
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（２）－２ 『届出管理』メニューで必要な各種届出書等を作成します。  

『人事管理』⇒『届出管理』 

 

１．健保・厚年届出作成（社会保険届出書作成） 

  健康保険・厚生年金の「資格喪失届」の作成ができます。 

２．雇用保険届出作成 

雇用保険の「資格喪失届」の作成ができます。 

３．住民税管理 

  ｢給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書｣の作成ができます。 

４．退職所得管理 

   退職所得の税金計算と、｢退職所得の源泉徴収票・特別徴収票｣の作成ができます。 

   

※詳細については、各ページをご参照ください。 

１ ２ 

３ 

４ 


